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対
象
・
内
容
＝
下
表
の
と
お
り

申
請
に
必
要
な
も
の
＝
健
康
保
険
被
保

険
者
証
・
印
鑑
な
ど

障
害
者
医
療
の
申
請
に
は
、
障
害
者
手

帳
・
年
金
証
書
な
ど
が
必
要
で
す
。

４
月
１
日
現
在
７０
歳
未
満
で
、
す
で
に

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
（
老
人
医
療
）
を

持
っ
て
い
る
人
に
は
、
３
月
中
に
新
し
い

受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

京
都
府
の
老
人
医
療
費
助
成
制
度
の
改

正
に
伴
い
、
４
月
１
日
か
ら
同
制
度
の
自

己
負
担
割
合
が
左
図
の
と
お
り
１
割
か
ら

２
割
に
変
わ
る
予
定
で
す
。

対象＝国保税を滞納してい
ない世帯で、次のすべてに該
当する人
▼ 5 月 7 日現在 30 歳以上
75 歳未満（昭和 15 年 5 月 8
日以降生まれ）の人で、1年
以上継続して京田辺市国民健
康保険に加入している
▼入院・妊娠していない

対象＝保険料を滞納してい
ない後期高齢者医療の被保険
者で、次のすべてに該当する人
▼入院していない
▼養護老人ホーム・介護保
険施設に入所していない

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
１
月
１
日
現
在
１９
歳
以
上

の
人
は
、
平
成
２６
年
分
の
所

得
申
告
が
必
要
で
す
。

世
帯
の
中
に
申
告
が
な
い

人
が
い
る
と
、
所
得
基
準
を

満
た
し
て
い
て
も
軽
減
措
置

が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
確
定
申
告
書
を
提

出
し
た
人
や
、
勤
務
先
な
ど

か
ら
給
与
・
公
的
年
金
な
ど

の
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

て
い
る
人
を
除
き
ま
す
。

【
申
告
先
】

▼
１
月
１
日
現
在
、
市
内

に
住
民
登
録
す
る
人
＝
税
務

課
▼
１
月
２
日
以
降
に
市
内

に
住
民
登
録
し
た
人
＝
国
保

医
療
課

【
問
合
せ
先
】

国
保
医
療
課
（
☎
６４
・

１
３
３
２
）

市は、資源ごみの集団回収活動
に補助しています。
集団回収とは、資源として再利
用できる紙・缶・ビンなどを地域
の団体で回収し、資源回収業者に
引き渡す活動です
対象団体＝市内の区・自治会・
子ども会・婦人会・PTA など、
営利を目的としない団体
対象資源＝定期的に資源回収業
者に引き渡す再生資源
補助額（1㎏あたり）＝▼紙・
布類…6円▼缶・ビン類…3円
申請方法など、詳しくはお問い
合わせください。

【昨年の回収総額は1,340万円】
現在、80 団体が集団回収に
取り組み、昨年度の回収量は約
2,263 トン、補助金額は約 1,340
万円となりました。
集団回収を行うことで、資源の
有効活用につながるほか、ごみの
減量化による CO2 削減、資源ご
みの持ち去り防止にも効果があり
ます。地域の集団回収活動に積極
的に参加しましょう。
問合せ先＝清掃衛生課（☎ 68-
1288）

消防本部は、3月 1～ 7日に春の火災予防運動を行
います。
春は、風の強い日が多く乾燥しやすくなります。小
さな火元が大きくなりやすいこの時季は、毎年かけが
えのない命や貴重な財産が失われています。火災で悲
しい出来事を起こさないため、みなさん一人ひとりが
防火意識を高めましょう。
問合せ先＝消防本部予防課（☎ 63-7826）

市は、市職員の給与などの実態を公表します。
内容は、職員の任免と職員数、給与、勤務時間・条
件、分限・懲戒処分、服務、研修、勤務成績の評定な
どの状況です。
本紙では、その一部を紹介します。詳しくは、市ホ
ームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ先＝職員課（☎ 64-1324）

市は、児童福祉制度として、中学校卒業までの児童を養育している
人やひとり親家庭、心身に障がいのある児童を養育している人に、下
表のとおり手当を支給しています。
詳しくは、子育て支援課（☎ 64-1376）までお問い合わせください。

市
は
、
市
内
に
在
住
す
る
健
康
保
険

の
加
入
者
を
対
象
に
、
医
療
費
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
助
成
す
る
福
祉
医
療
費

助
成
制
度
を
行
っ
て
い
ま
す
。
対
象
者

に
は
受
給
者
証
を
発
行
し
ま
す
の
で
、

該
当
す
る
場
合
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

市は、国民健康保険（国保）・後期高齢者医療の加入者を
対象に「外来（半日）人間ドック」「脳ドック」「併用ドック
（人間・脳ドックの併用受診）」の受診費用を助成します。
助成額＝受診費用の 7割
申込期間＝ 4月 1日㈬～ 5月 7日㈭（当日消印有効）
詳しくは、3月下旬に郵送する案内を確認してください。
申込・問合せ先＝国保医療課 ( ☎ 64-1332・☎ 64-1374)

◆
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る

◆
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い

も
の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
う

◆
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を

離
れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す

◆
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る

◆
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を

防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
製
品
を
使
う

◆
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す

た
め
に
、
住
宅
用
消
火
器
な
ど
を

設
置
す
る

◆
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な

人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協

力
体
制
を
つ
く
る

2 月 17 日、薪幼稚園の園
児が、近くを流れる手原川で
清掃活動を行いました。園児
は、一人ひとりがはさみと袋
を手に持ち、ごみを収集した
あと、「空き缶」「ビン」「燃
やすごみ」などに分別しまし

た。地域の市民グループが前
日に手原川一帯で収集したご
みの分別もお手伝い。「ごみ
のポイ捨てはやめようね」「お
うちでも分別してね」と先生
の呼び掛けに元気に返事をし
ていました。


